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東北関東大震災の雇用保険の適用について 
 

厚生労働省の「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について

（第 18 報）の＜雇用対策関係＞によると、震災による一時的な離職に対しても雇用保険が

適用とされる場合もあることがわかりました。 

（原文） 
「今回の地震により事業の継続が困難となった災害救助法指定地域の事業所から、一時的

に離職せざるを得ない方の生活を保障するため、事業再開後再就職が予定されている方で

あっても、雇用保険の失業手当を支給できる特例措置を実施。」 
 
この「災害救助法指定地域の事業所」は派遣元事業主はもちろん、派遣先の事業所であっ

ても派遣元事業主がどこにも派遣できない場合は「一時的な離職」とされ雇用保険が適用

される可能性があります。 

なお、適用条件等については、個別判断となりますので、詳細については最寄の職業安定

所にご確認下さい。 
 
なお、今回は「特例的に住所地以外のハローワークでも受給できる」ことも申し添えます。 
 
【参考】 

・平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法の適用について（第９報） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y.html 

※PDF ファイルで該当地域が閲覧可能 

 
 


